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審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 第５回津市景観審議会 

２ 開催日時 
平成２８年３月１８日（金） 

午前１０時００分から午前１１時３０分まで 

３ 開催場所 津市本庁舎４階 庁議室 

４ 出席した者の氏名 

（津市景観審議会委員） 

赤野利彦、浅野聡、伊藤研也、今井正次、大野研、倉田幸夫、鈴木

康博、宮崎重則、森口由貴、諸戸善昭、横山洋美 

※岡田委員は欠席 

（事務局） 

都市計画部長（松本）、都市計画次長（伊藤）、都市政策課長（豊濱）、 

都市政策課都市計画・景観担当主幹（清水）、 

都市政策課都市計画・景観担当副主幹（松本） 

都市政策課都市計画・景観担当（北川、奥山） 

５ 内容 

１ 開会 

２ 議題  

津景審議第２号 津市景観計画の変更（重点地区の指定（一身田

寺内町地区）） 

３ その他 

 ・景観法に基づく届出の状況等について 

４ 閉会 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

都市計画部都市政策課都市計画・景観担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２９０ 

E-mail  229-3177@city.tsu.lg.jp 
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・議事の内容  以下のとおり 

 

１ 開会 

都市政策課長 【開会、事務局の照会】 

都市計画部長 【挨拶】 

都市政策課長 本会議は津市情報公開条例第２３条の規定に基づいて公開し、

傍聴席を設けております。また、会議の結果を公表させていただ

きます。 

本日の会議の議長ですが、津市景観条例第２６条第１項の規定

によりまして、会長が務めることとなっておりますので、浅野会

長よろしくお願いいたします。 

議長 

 

 

本日の議題は「津景審議第２号 津市景観計画の変更（重点地

区の指定（一身田寺内町地区））について」、の１件です。 

本日の傍聴者の状況について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

都市政策課長 本日は傍聴者はございませんので、このまま会議を進めていた

だければと思います。 

議長 審議会の成立の可否について事務局から報告をお願いします。 

都市政策課長 ただいま審議会委員１２名中１１名の方がご出席いただいてお

りますので、津市景観条例第２６条第２項の規定により過半数の

出席で会議は成立しております。 

 

２ 議題 

・津市景観計画の変更（重点地区の指定（一身田寺内町地区）） 

都市計画・景観担当副主

幹 

それでは、津景審議第２号 津市景観計画の変更について御説

明いたします。 

このたび、津景観条例第７条第１項の規定に基づき、一身田寺

内町地区を景観計画における重点地区として指定するため、景観

計画へ重点地区の区域とその制限等に関して新たに追加し、記載

することとなりますことから、景観計画の６章の一部を変更しま

す。 

お手元の議案書が、津市景観計画の変更案であり、第６章の抜

粋が津景審議第２号の内容となります。 

前方のスクリーンをご覧ください。 

これは津市景観条例の抜粋ですが、景観条例第５条で「市長は、

景観計画を定めようとするときは、第 22 条第１項に規定する津

市景観審議会の意見を聴かなければならない。これを変更しよう

とするとき（規則で定める軽微な変更を除く。）も、同様とする。」

と規定されています。 

このことから、本日、景観審議会においてご審議いただきまし

て、津市景観計画の変更について、ご意見をいただくものです。 

こちらは、位置図でございます。 

位置関係としましては、こちらが国道２３号で、こちらが伊勢

鉄道線東一身田駅、こちらが一身田小学校、こちらが高田高校で

す。 

本日は、こちらの高田本山専修寺を含む、一身田寺内町地区の

重点地区の指定についてご説明させていただきます。 
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次に、津市景観計画についてご説明いたします。 

津市景観計画では、津市内全域を計画区域といたしまして、一

般地区につきましては、市内をその景観特性によって山地景観ゾ

ーン、田園景観ゾーン、市街地景観ゾーンに区分しております。 

また、一般地区のほかに、歴史的なまちなみや鉄道駅周辺など、

景観上重要な地区や、特徴ある景観を有する１０地区につきまし

ては、景観形成地区として指定しております。 

一般地区、景観形成地区において大規模な建築等の行為を行う

場合は、行為の内容について届出を提出してもらい、規模・配置

や形態意匠等について景観形成基準に適合しているか審査し、景

観誘導を図っております。 

届出対象行為についてはその規模を定めており、一般地区・景

観形成地区ともに、高さが１０ｍを超える建物や建築面積が１,

０００㎡を超える比較的大規模な建物の建築等を届出の対象とし

ております。 

このため、一般的な戸建て住宅等についての届出は不要となっ

ております。 

一般地区と景観形成地区では、届出対象行為の規模は同じです

が、景観形成地区では、さらにその地域独自の景観形成基準を定

めており、その基準に基づいて景観誘導を図っております。 

今回の変更点については、これまでの一般地区と景観形成地区

に加えて地元の地区住民からの要望を受け、一身田寺内町地区を

重点地区として、新たに指定するものです。 

一身田寺内町地区は、これまでも景観形成地区として専修寺を

中心とした独自の基準を基に景観誘導を図ってまいりましたが、

より重点的によりきめ細やかな景観の形成を推進するために、津

市景観条例第７条第 1 項の規定に基づき、重点地区として指定し

ます。 

これにより景観計画第６章を変更し、重点地区の区域とその制

限等に関して新たに追加し、記載することとします。 

こちらが、重点地区の区域を示したものでございます。 

議案書の６ページをご覧ください。 

紫色で示した部分が重点地区の区域として指定する区域で、伝

統的建築様式により、寺院外構や屋敷型建築物外構を有する「あ」

の通りと、町家型建築物を有する「い」の通りの対象区域に分け

られます。 

「あ」の通りにつきましては、専修寺をはじめとするお寺や屋

敷の立派な門・塀を中心とした風情ある景観が見られる通りで、 

「い」の通りにつきましては、町屋、店舗、住宅が建ち並ぶ風

情ある景観が見られる通りとなっております。 

重点地区は届出対象行為の規模を限定しないため、一般的な戸

建て住宅等、原則全ての行為が届出の対象となります。 

運用の開始に当たっては、対象行為がもれなく届出されること

が前提となりますことから、まちなみルールの全戸配布など、今

後も引き続き制度の周知を十分に図っていくこととします。 

また、重点地区の指定に向け中心となって活動していただいた

地元のまちづくり組織である寺内町整備推進委員会とも連携し、
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重点地区指定後も引き続き地区内住民への意識の啓発を十分に図

っていくこととします。 

こちらが重点地区に指定する一身田寺内町地区の景観形成基準

を示した表でございます。 

議案書の２５ページから２７ページに同じ表がございますの

で、そちらをご覧ください。 

この基準は、地元のまちづくり組織として結成された寺内町整

備推進委員会が中心となって取りまとめ、地元住民の賛同を得た

「まちなみルール」をもとに作成したものになります。 

自席に配布させていただいております資料１－１「まちなみル

ール」が一身田寺内町地区から提出されたものです。 

「まちなみルール」は、現在のこの地区にある昔からの建物を

参考に、まちのお手本となるようつくられたもので、景観形成基

準はまちの雰囲気を維持するための最低限の基準となっていま

す。 

一番左が規模や配置、形態意匠などの項目で、真ん中に適用す

る景観形成基準を記載しております。 

右側の「あ」と「い」の欄については、「あ」の通り「い」の通

りそれぞれに、どの景観形成基準が適用されるのか示しているも

ので、青色の○がついている部分が適用されます。 

また、より景観に配慮した基準として「修景基準」を設定して

おり、オレンジ色で着色している項目を指しますが、この「修景

基準」に適合した建築物については、標準的な基本工事を超え、

グレードアップすることで、より良好な景観の形成に貢献するこ

とになるため、補助金制度で支援していくこととします。 

なお、重点地区に指定されるということで景観計画の変更後す

ぐに、既存の建築物をこちらの景観形成基準に適合させなければ

ならないということではありません。 

今後、何らかの建築等の行為を行う際において、基準に適合す

るよう求めるものです。 

補助金の基本的な考え方ですが、家屋を所有し生活する場合、

重点地区内外にかかわらず、一般的に維持するための経費が必要

となります。 

景観形成基準の中の「基本基準」は、まちなみを守るための最

低限の工夫を基準としていますので、なるべく余分な費用負担の

ないものとしています。 

このことから、「基本基準」に基づく行為を、生活していくうえ

での必要経費と考え、そこからさらに「修景基準」に基づき施工

されることで、外観にかける経費が増加する部分を補助金の対象

とします。 

建築・増築等で「修景基準」を満たす行為と認定された場合、

「基本基準」を満たす経費との差額が補助金の対象となります。 

ただし、差額を算出することが困難な場合は、経費全額を補助

対象とします。 

例えば、増改築が伴わない場合で、現状がすでに修景基準を満

たしている建築物等の部分修繕の場合は、差額ではなく経費全額

を補助対象とします。 
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また、もともと、基本基準で通常整備する必要のないもの、例

えば、霧返しや格子、犬矢来などを、修景基準に基づき整備した

場合は、差額ではなく修景基準による経費全額を補助対象としま

す。 

資料１－２をご覧ください。 

補助金の限度額は、建築物にかかる修景整備の場合、交付対象

経費の２分の１で、上限を３００万円としています。 

工作物の場合は、同様に、交付対象経費の２分の１で、上限を

１５０万円としています。 

どちらの補助金もそれぞれ活用していただけます。 

また、少しずつできるところから部分的に継続して修景整備を

行っていただく場合も想定し、上限額を超えない範囲で複数回に

わたり活用いただくことも可能としています。 

この場合、交付を受けた翌年度から１０年を経過したものにつ

いては、補助限度額の算定の対象としないことから、一旦、限度

額を超えてしまった建築物等であっても、１０年経過すれば補助

限度額の範囲内で再びこの補助金を活用していただくことができ

ます。 

また、他制度との整理ですが、この補助制度は、建物や工作物

の外観の施工費に対し、周辺道路から見える範囲を対象にした補

助金制度なので、補助対象とする工事内容が重複しなければ、例

えば、建物の構造や内部に係る耐震やリフォームなどの別の補助

制度とも併用して活用いただけるものとしています。 

お手元の資料の１－３は交付対象経費について整理したもので

す。 

最後に、重点地区指定に向けたこれまでの経緯と今後の予定に

ついてご説明いたします。 

重点地区指定に向けては、地元のまちづくり組織として結成さ

れた寺内町整備推進委員会が中心となって活動いただき、津市と

しましては事務局として参加してきました。 

平成２６年８月から１１月に延べ１０回の説明会を開催し、こ

の地区のまちなみを守ることの必要性については賛同を得られま

したので、平成２７年３月には一身田寺内町地区まちなみルール

案を作成し、自治会各戸への配布を行いました。 

平成２７年４月から６月に延べ４回の説明会と個別訪問による

説明を行い、まちなみルール案についての意見聴取を行いました。 

その後、平成２７年７月から１１月にかけて、地区内全地権者

に対し、重点地区指定とまちなみルールに賛成する署名を呼びか

け、平成２７年１２月には区域内地権者の８割を超える署名が集

まったことから、寺内町整備推進委員会から津市に対し、重点地

区指定とまちなみルールをこの地区の景観形成基準として採用す

るよう要望書が提出されました。 

この要望を受けまして、津市では平成２７年１２月に景観計画

変更案を作成し、説明会を行い、 

平成２８年１月５日から１９日まで変更案の縦覧を行いまし

た。 

また、景観法第９条第２項で「景観行政団体は、景観計画を定
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めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部

分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村であ

る景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、

当該市町村都市計画審議会）の意見を聴かなければならない。」と

規定されており、景観計画の変更についてもこれを準用すると規

定されていることから、さる平成２８年２月８日に津市都市計画

審議会に変更案について意見を聴いたところ、「津市景観計画の変

更について、審議の結果、原案について意見なしとします。」との

ことでした。 

景観審議会にはこれまでにも一身田寺内町地区の重点地区指定

への取組状況や、まちなみルール案、要望いただいたまちなみル

ールなど、審議会開催の折には進捗状況を報告し、意見を頂戴し

てきたところです。 

本日は、津市景観計画の変更について、津市景観審議会にてご

審議いただきまして、ご意見をいただくものです。 

これら一連の手続きを踏まえまして、その後には、津市景観計

画の変更を決定し、平成２８年の４月１日から、重点地区の運用

を開始する予定でございます。 

景観計画の変更に関する住民の意見聴取ですが、まず、平成２

７年１２月１３日に説明会を開催したところ、１２名の参加があ

りました。 

主な意見としましては、「まちなみルールの解説書の内容を充実

させてほしい」とのことでしたので、実際施工する際の配慮事項

がイメージしやすいよう、施工例を多数とり入れる等の工夫を施

したまちなみルールの解説書を現在、寺内町整備推進委員会と協

議しながら作成中です。 

また、平成２８年１月５日から１月１９日までの間、縦覧を実

施したところ、その結果、縦覧者は１名、意見書の提出はござい

ませんでした。 

 津景審議第２号、津市景観計画の変更についての説明は以上で

ございます。 

議長 パワーポイントの資料の６ページ目について、補助金のところ

ですが、事前の打ち合わせのときに一応意見は出しているのです

が、先日景観審議会の部会でも議論して、部会からも色々と意見

が出たと思いますが、部会で出た意見とその対応はどのような感

じでしょうか。 

都市政策課長 古い建物と新しい建物に差をつけたほうが良いのではという意

見をいただいたのですが、一身田のまちなみルールにつきまして

は、地元主体で考えたものです。地元の中では、全員で守れるル

ールという視点で考えたものですので、特別に古いものを残すと

か今あるものを壊してはいけないという認識ではなく、あくまで

全員が守れる、建て替えもしてもかまわないことを前提で進めて

きております。そのような考えですので、補助の段階で古い建物

と新しい建物の差をつけるということは、地元との考えと違いま

すので、考えておりません。 

補助の運用方法で、何回かに分けて工事する場合があるため、

そのように使えるほうが良いのではないかと意見をいただきまし
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た。ご意見のとおり、先ほども説明いたしましたが、１０年間の

範囲内で３００万円の範囲内で何回でも使っていただけるような

ルールにいたしました。 

議長 例えば、今日具体的に出てきた、屋根の葺き替えで基本基準ス

レート瓦１８６万円と書いていますけど、単価は毎年、常に変わ

っていくものですよね。ですから前回委員もおっしゃっていまし

たが、標準の価格の決め方が難しいのではないかと。 

当初案は二つ見積りを出してもらうということでしたが、委員

の皆さんから、二つ見積りを出してもらうことは手間だし、ほと

んどの自治体が一回の見積りでやっています。 

私も松阪市と伊賀市の景観審議会の委員をやっていますが、津

市のこういったやりかたもひとつあると思いますが、全国的に見

ると極めて少数派のやり方です。 

金沢とか京都とかがやっているオーソドックスな方法を松阪は

採用しています。そのやり方ではないので、運用で上手くいくか

危惧しています。考え方としてはわかりますが。 

例えばこういった単価などの基本基準をどうやって行政が示し

ていくのか、例えば、価格とか結構変動しますよね。前回他の委

員もそういう意見でしたが、申請者の方に二つ見積りを取っても

らって、その差額が妥当であるのか審査をする、それも一つのや

り方としてあると思うのですが、審議会の建築が専門の委員の

方々から、二つ見積りを取るのは手間なので、できるだけ見積り

は一つにした方が良いだろう、全国的にもその方法が多いだろう

ということでした。そうすると今度は、基本基準額は二つ見積り

を取らない限り事務局が掲示するということでした。これは上手

くいきそうですか。 

また、この資料でスレート瓦１８６万円とありますが、どの部

分のことを指しているのか、よくわかりません。 

都市政策課長 申請については、申請者のほうから金額を提示してもらって、

その上で都市政策課のほうでも金額を持っていて、それを比較し

て適正かどうか判断しながら進めていきたいと思います。 

委員 この１８６万円という数字はどういう数字ですか。㎡単価、坪

単価、トータル単価なのか。 

都市政策課長 この例で書かれているのは、スレート瓦葺きの改修で、通り側

のみ算定で、屋根の面積だけですが９３㎡あり、単価２万円で計

算しています。 

議長  例えば市が示す単価が、１㎡あたり５千円上がったり下がった

りするだけで差額が変動しますよね。そうすると標準額を示すと

きに責任が出てきます。一般的に自治体は標準額を示さずに、掛

かった経費の１／２とか簡素化してやっていることが多いのです

が、今回は差額でやるということで。それも一つの方法ですが、

その代わり基本の基準の価格が、どういう調査でいつ示されるの

か明確になってないと、同じ内容・規模の建物を修理しても、前

の年に申請した人が多めに出て、次の年申請したときに価格が高

騰した場合、補助金が低くなってしまうということが起こると、

同じ地区内で不平・不満が出ないか心配しています。 

 いかに公平に運用していくか、単価の出し方とかが住民の皆さ
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んにわかりやすく示されていた方が良いと思います。 

 委員、どうでしょうか。価格は結構変動しませんか。 

委員 素材もそうですが、屋根の形状によっても単価は変わってくる

ので、そこをどう考えるかですね。一定の基準でいくのか、細か

くすると行政としてもどうなのか。ある程度大まかな基準を出す

方が良いのかな。細かいところは取りあえず置いといてという感

じなのかな。 

都市政策課長 まず制度として今考えているのは、一度申請者の方から、基本

基準に置き換えたらこれだけですという見積りを出してもらっ

て、その上で都市政策課が持っている単価と比較して適正かどう

かを判断する。こういった手順を考えています。 

議長 最初の見積りにこの二つが書かれているということですか。 

都市政策課 そうです。それを提出の上で、都市政策課が持っている単価と

比較して、大きく差が出ていないかを丁寧に審査します。 

委員 補助金のところですが、申請があって審査後に補助金額決定、

着工という流れで、完了後には完了報告書を提出させると思うが、

申請どおりにできているかの確認はどのようにされるのか。例え

ば写真で判断するのか、現地を確認するのか。そういった作業は

されるのか。 

都市政策課長 現地を確認いたします。 

委員 提出の書式はあるのでしょうか。申請書とか報告書とか。 

都市政策課長 様式はまだ完成していません。 

委員 どのくらい申請は上がってきますか。 

都市政策課長  他市の事例を見ますと、年に１件、２件程度です。 

 津市の場合は小さい工事も対象にしていますので、その点で（他

市と）変わりがあるかもしれません。 

委員 １２月１３日に地元で説明会を開催されたということですが、

参加者が１２名では少なすぎるのでないでしょうか。 

何人中の１２名なのでしょうか。 

都市政策課長  この説明会の前にも地元では何回も説明会を開催しました。ま

ちなみルールの説明会では、平成２６年度には１５０名が参加し、

平成２７年度の説明会では、６０名以上が参加いただいています。

ここで初めて発表したわけではありません。ルールについて知っ

ている方はたくさんいます。 

議長 皆さん大体わかっているから出て来なかったということです

か。 

以前事務局から説明がありましたが、重点地区指定については

賛同する方は２／３以上超えています。 

都市政策課長  現在、対象地域の方から８０％以上の賛同をいただいています。 

委員  重点地区の補助金の申請はあまりないということで、水路の美

観整備など市ができる工事等を考えた方が良いのではないでしょ

うか。 

都市政策課長  重点地区に指定して終わりということではないので、今後も地

元と協議をして、必要であれば実施していきたいと考えています。 

委員  北側部分が景観形成基準として残ったようですが、重点地区に

指定できなかったということで、今後この形成地区はどのように

対応していくのでしょうか。 
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都市政策課長 今回これでスタートするのですが、地元は重点地区の範囲を広

げたいと考えています。地元の意見をまとめて今後の方針を決め

たいと思います。 

議長  重点地区に指定されてから、また補助金の運用に関して、こう

いった点に配慮してくださいという意見が出ましたので、審議会

で出た意見を踏まえて進めていただければと思います。議案その

ものについての反対意見は出なかったので、景観計画の変更の内

容については原案のとおりに変更していくということで進めてい

きたいと思いますがよろしいでしょうか。 

委員一同  異議なし。 

議長  補足ですが、経験的に補助金の制度はすごく重要で今回津市が

補助金の制度を作成したのは大きな成果だと思います。長年にわ

たって、過去何回もまとまりかかっては反対意見が出た寺内町で、

皆さんがハンコを押していただいたのは大きな成果だと思いま

す。 

 ただ、補助金の制度で差額でするやり方を採用している自治体

は少数ですので、上手く公平に運用できるのか危惧しています。

何年間かやってみて色々課題が出たらまた見直しをしていただけ

たらと思います。 

 一点だけ、実際の補助金の額が相当少なくなることを心配して

います。他市だと数倍出るような計算式を持っているところが多

いと思います。実際運用していく段階で色々見えてくると思うの

で、今回はまず多くの方に賛同していただいて進められることが

大きな成果ですので、また問題があれば適宜、数年後に見直しを

して、不具合があれば次の一手を打っていく。このようにやって

いただければ大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。 

 

３ その他 

・景観法に基づく届出の状況等について 

都市計画・景観担当副主

幹 

景観法第１６条に基づく届出制度の運用状況について説明いた

します。 

大規模な建築や土地の開発などの行為は、地域の景観に大きな

影響を与えることから、一定の規模を超える建築行為等について

は、景観法に基づく届出制度によって、津市景観計画の景観形成

基準に誘導しています。 

届出が必要なものは、大規模な建築や土地の開発などの行為を

対象としており、建築物であれば、新築、増築、改築若しくは移

転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の

変更で、高さ１０ｍ超、又は建築面積 1,000 ㎡超工作物は、新設、

増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替え又は色彩の変更で、携帯電話基地局のアンテナ柱など

で高さ 10m 超、電力会社が設置する架空電線路用の鉄塔で 30m

超など開発行為や、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他

土地の形質の変更では、行為に係る土地の面積 3,000 ㎡超、又は

生じる擁壁、法面の高さが 5m を超えかつ長さが１０ｍを超える

ものなどが主な届出の対象となっています。 

まず、景観法に基づく届出を行う前に、（事前協議）を行います。 
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事前協議では、届出者に自分が行おうとする行為について、景

観形成基準チェックシートを記入していただきます。このチェッ

クシートに記入していただくことによって、景観への配慮を届出

者に確認してもらいます。このチェックシートを基に我々事務担

当者と届出者で事前協議を行い、必要があれば、さらなる配慮を

行うように届出者に促します。 

事前協議が完了した後届出をいただきます。 

基本的には事前協議が完了しているので、届出された案件は、

津市の景観形成基準に適合しているものになります。 

以上が通常の流れですが、津市の景観の中で特に重要な景観形

成地区内の建築行為と、周辺の景観に大きな影響を及ぼす高さ３

０m 超、又は建築面積３０００㎡超の建築行為については、審議

会の部会で景観形成基準への適合や、景観配慮についてご意見を

いただき、それを基に、事前協議を行います。協議が完了しまし

たら先ほどと同じように届出、審査、着手となります。 

次に、届出が審査で不適合となった場合ですが、部会で勧告、

氏名の公表、変更命令に関する審議を行います。 

是正され、適合となる場合は着手となります。 

しかし、変更命令に従わない場合は、５０万円以下の罰金とな

ることがあります。 

それでは実際、本年度４月から２月末日までの届出の状況につ

いてですが、お手元の資料 2-1 平成 27 年度届出一覧をご覧くだ

さい。 

建築物の新築が２２件、増築が７件、建築物の色彩の変更が２

件、工作物の新設が１４件、増設が１件、工作物の色彩の変更が

２件、開発と土地の形質の変更が１３件。 

合計６１件の届出があり、このうち、部会で審議をいただいた

ものは、共同住宅の新築１案件でした。 

なお、勧告、公表、変更命令を行ったものはありませんでした。 

次に通知です。資料２-１の 3 枚目をご覧ください。 

通知は、国の機関又は地方公共団体が行為を行う際に受けるも

ので、届出と異なり事前協議は行いません。 

ただし、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、

制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることがで

きます。 

本年度、通知は、建築物の新築が 2 件、増築が 3 件、色彩の変

更が 5 件、工作物の新設が１件、土地の形質の変更が５件。 

合計１６件の通知がありました。 

なお、協議を行ったものはありませんでした。 

行為が行われた箇所の概要は資料の４枚目となります。 

以上が本年度の届出、通知の状況です。 

最後に、太陽光発電設備の取り扱いについて報告いたします。 

現在、太陽光パネル設置に伴う「土地の形質の変更」の内、行

為に係る土地の面積が 3,000 ㎡を超える場合には、土地の形質の

変更行為について届出を必要としていますが、太陽光パネル本体

については届出対象工作物とはしていません。 

しかしながら、以前から審議会で議論いただいていますように、
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太陽光パネルを敷き詰めた場合の景観上与える影響は大きく、景

観上の配慮を求める必要があると考えられますので、平成 28 年 4

月 1 日付けで津市景観規則の変更を行い、太陽光発電設備を同規

則第７条第１項第１１号による届出対象工作物として取り扱うこ

ととし、今後は設置に関して審査を行い、景観上の配慮を求める

こととします。 

届出対象はパネルと架台とします。 

届出対象規模については、「高さが１０ｍを超えるもの、あるい

は築造面積が 1,000 ㎡を超えるもの」とします。 

築造面積の算定は水平投影面積とし、敷地内に設置する築造面

積の合計とします。 

届出の審査においては、パネルの配置、反射しにくい素材の使

用、フェンスや架台の色彩、周囲の緑化、また、キュービクルや

パワーコンディショナー等、附属設備の形態意匠などの観点から

配慮を求めることにより、良好な景観の形成を図るものとします。 

以上が太陽光発電設備の取り扱いとなります。 

委員 

 

太陽光に関して、公共空間からできるだけ多く後退とあります

が、具体的に何ｍという規定はないのですか。どのくらい離すと

か、ないのですか。 

都市計画・景観担当副主

幹 

特に、数字で定めたものはありません。 

委員 以前、審議会でも話にありましたが、農地転用の案件のうち２

５、２６件あったら１７、１８件は太陽光です。これがまちなか

にも入ってきます。景観だけでなく、反射熱の問題もあります。

止める権限もないですよね。 

通路からある程度の後退距離を定めた方が良いと思いますが。 

委員  パネルについて、後退距離よりも建築物でいう建ぺい率を決め

たほうが良いのでは。そうすると自然と空地ができるのでは。 

都市計画・景観担当副主

幹 

 中々数字で制限を設けることは難しいです。できる限りの配慮

を求めるということで協議を進める方法が考えられます。 

議長 太陽光設備について、景観法以外に引っかかってくる法律とか

ないのでしょうか。 

都市計画・景観担当副主

幹 

 建築基準法は適用除外になっているので、建ぺい率はかかりま

せん。 

委員 一度設置してしまうと、長期間ありますから、許可をするには

何かしら決めておいたほうが良いのではないでしょうか。 

都市計画部長 色々とご意見をいただいていますので、これから法律等他市の

事例を含めて研究いたします。 

議長 私の知る限り太陽光発電は新しい話題なので、配置とかの基準

を決めているところはないと思われますが、今後配置とかの基準

を決めていこうという気運が高まってくるかもしれません。今は

第一段階で、景観の届出対象に入れようという動きです。それで

どういうものができるのか事務局が把握をして、議論をすると。

景観計画なので、景観面から支障がないという基準だけ書いてお

いて、最低限そこをチェックして、指導していただく。一番多い

のは緑化して、重要なところから見えないようにしていただく。

それから少しして、それでも色々な問題が次々と起こるようであ



- 12 - 

れば、また一歩多くの自治体が前に進めていくかもしれないです

ね。敷地に対しての密度や道路からの距離などの基準がこれから

できてくるのかもしれないです。 

事務局で一度調べていただいてもよろしいでしょうか。 

委員 丸之内の百五銀行の地域は景観形成地区でしょうか。 

都市計画・景観担当主幹 その建築は景観計画の運用が始まる前の案件でしたので、デザ

イン委員会という機関で意見出しはしています。 

部会案件で言いますと、警察署横にマンションがあるのですが、

あれが景観形成地区内の行為で、部会案件となっています。 

議長 以上をもちまして第５回景観審議会を閉会とします。 

 

４ 閉会 

都市計画部長 閉会あいさつ 

 


